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f有期契約労働者等のキャリアアップに関するガイドライン~キャリアア

ップの促進のための助成措置の円滑な活用に向けて"-'Jについて

有期契約労働者、短時間労働者、派遣労働者といったいわゆる非正規雇用の労働者

は、近年若年層を中心に増加しており、正規雇用の労働者と比べ、雇用が不安定であ

る、賃金が低い、能力開発機会が乏しい等の問題が指摘されている。

このような状況を踏まえ、平成24年10月26日に閣議決定された「経済危機対応・地

域活性化予備費等の活用j にあわせて、経済対策の一環として、今般、重点分野等(健

康、環境、農林漁業等)における有期契約労働者及び正規雇用の労働者以外の無期契

約労働者(短時間労働者及び派遣労働者を含む。以下「有期契約労働者等Jという。)

も含めた労働者の人材育成への支援のための日本再生人材育成支援事業奨励金(非正

規雇用労働者) (以下「奨励金Jという。)を実施することとしたところである。

また、平成25年度概算要求では、有期契約労働者等の正規雇用への転換、人材育成、



処遇改善等、企業内でのキャリアアップを促進するため、より包括的な助成措置を要

求しているところである。

このため、今般 事業主が、このような助成措置も活用しつつ、有期契約労働者等

のキャリアアップを積極的に図ろうとする上で配慮することが望ましい事項をとりま

とめ、「有期契約労働者等のキャリアアップに関する・ガイドライン~キャリアアップの

促進のための助成措置の円滑な活用に向けて---J (以下「ガイドラインJという。) (別

添 1)を策定した。

事業主による非正規雇用の労働者のキャリアアップ支援に向けた取組を促進してい

くためには、各労働局及び公共職業安定所で、事業主に対し、上記の助成措置とあわ

せてガイドラインの内容について周知・説明を行い、積極的な指導援助(詳細は別添

2) を行っていくことが重要である。

このため、当面は、各労働局及び公共職業安定所で、 1月から開始する奨励金の周

知とあわせて ガイドラインの内容についても 別添3のリーフレットや助成措置に

係るパンフレットを活用しつつ周知・説明を行い、事業主による取組の促進に向け、

積極的な指導援助を行っていただくようお願いする。



別添1

有期契約労働者等のキャリアアップに関するガイドライン

~キャリアアップ促進のための助成措置の円滑な活用に向けて~

1趣旨

有期契約労働者、短時間労働者、派遣労働者といったいわゆる非正規雇用の労働

者は、近年若年層を中心に増加しており、正規雇用の労働者と比べ、雇用が不安定

である、賃金が低い、能力開発機会が乏しい等の問題が指摘されている。

このような状況を踏まえ、有期契約労働者の雇用の安定や公正な処遇を確保する

ため、平成 24年 8月には、有期労働契約を 5年を超えて反復・更新した場合の無

期労働契約への転換等を内容とする労働契約法の改正が行われた。

また、平成 24年 3月に成立し、 10月から一部を除き施行されている改正労働者

派遣法にも、派遣元事業主に、一定の有期雇用の派遣労働者につき、無期雇用への

転換推進措置が努力義務化されるなど、派遣労働者の雇用の安定や処遇の改善に資

する内容が盛り込まれている。

さらに、平成 24年 6月に雇用戦略対話で合意された「若者雇用戦略Jでも、キ

ャリアアップ支援として、非正規雇用の労働者の正規雇用への転換や人材育成・処

遇改善等、そのキャリアアップに取り組む企業への総合的な支援を行うこととされ

ている。また、平成 24年 3月に非正規雇用問題に横断的に取り組むために厚生労

働省でとりまとめたビジョンでも、非正規雇用の労働者について、安定的な雇用の

下、継続的な能力形成を図ることにより、処遇の改善につなげていくことが重要で

あるとされている。

このような状況を踏まえ、平成 24年 10月 26日に閣議決定された「経済危機対

応・地域活性化予備費等の活用j にあわせて、経済対策の一環として、既存の「緊

急人材育成・就職支援基金(成長分野等人材育成支援事業部分)Jを活用し、重点

分野(健康、環境、農林漁業)及び関連するものづくり分野における有期契約労働

者等も含めた労働者の人材育成への支援を実施することとしたところである。

さらに、平成 25年度概算要求では、有期契約労働者等の正規雇用への転換、人

材育成、処遇改善等、企業内でのキャリアアップを促進するため、より包括的な助

成措置を要求しているところである。

本ガイドラインは、事業主が、有期契約労働者等のキャリアアップ(※)を積極

的に図るために助成措置を活用する上で、配慮するよう努めることが望ましい事項

を取りまとめたものである。

※ ここでは、関連した職務経験の連鎖や職業訓練等の能力開発機会を通じ、職業能力の向上が

図られること、また、その先の職業上の地位や賃金等の処遇の向上等が図られることをいう。



2 助成指置の内容

日本再生人材育成支援事業奨励金〈非正規雇用労働者〉

有期契約労働者及び正規雇用の労働者(労働契約の期間の定めがなく、長期

雇用を前提とした待遇を受ける労働者をいう。)以外の無期契約労働者(以下

「有期契約労働者等(※)Jという。)に対し、 「重点分野及び関連するもの

づくり分野の企業の事業主(有期契約労働者等が派遣労働者である場合につい

ては、派遣元の事業主をいう。以下同じ。)が、一定の OFF-JT又はOFF-JT及

びOJTを実施した場合に、一定の助成を実施する。

※ 「有期契約労働者等j には、短時間労働者及び派遣労働者が含まれる。

3 有期契約労働者等のキャリアアップに白けて助成措置を活用する上で配慮する

ことが望ましい事項

事業主は、有期契約労働者等が将来に希望を持ち安心して生活を送ることができ

るよう、また、その意欲や能力の向上を図り、企業の生産性向上につなげていくこ

とができるよう、各事業所の状況に応じて、正規雇用・無期労働契約への転換等に

より雇用の安定を図るとともに、人材育成を行うことで継続的な能力形成を支援

し、その高められた職業能力を評価してその先の処遇にも反映するといった形で、

有期契約労働者等のキャリアアップを総合的に支援していくことが有意義である。

このように、助成措置を活用して有期契約労働者等のキャリアアップを図る上で

は、以下の(1 )から (8)までに定める事項に配慮するよう努めつつ、その取組

を進めることが望ましい。なお、有期契約労働者等のキャリアアップを図る上での

前提として、事業主は、労働関係法令及び社会保険関係法令(※)は有期契約労

働者等にも適用があることを認識し、遵守しなければならないことから、法令道

守を徹底できる労務管理、生産管理等の事業の体制の整備及び改善を図ることが必

要である。

※ 労働基準法、最低賃金法、労働安全衛生法、労働者災害補償保険法、労働契約法、

雇用対策法、職業安定法、雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に

関する法律、育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に闘する法

律、雇用保険法、健康保険法、厚生年金保険法等(短時間労働者の場合には、短時間

労働者の雇用管理の改善等に関する法律、派遣労働者の場合には、労働者派遣事業の

適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律の適用がある。)

(1 ) 有期契約労働者等のキャリアアップに向けた管理体制の整備

各事業所での有期契約労働者等のキャリアアップを図る取組が積極的に進む

よう、事業所ごとに、有期契約労働者等のキャリアアップに取り組む者として、



必要な知識及び経験を有していると認められる者を「キャリアアップ管理者J

として位置づけ、従業員に対して周知を図る等、そのキャリアアップに向けた

管理体制の整備を行うこと。また、 「キャリアアップ管理者j については、そ

の知識やノウハウの向上のため、必要に応じて研修等を行うことが有意義であ

ること。

(2) 計画的なキャリアアップの取組の推進

① 企業ごとに雇用管理のあり方が様々であることを踏まえ、社内の人材確保や

人材育成の現状を分析した上で、有期契約労働者等のキャリアアップを図る上

での課題について、有期契約労働者等の意見も踏まえつつ、社内で検討を行い、

その対応方針案を決定すること。

②①の対応方針案及び (3)から (8)までの内容を踏まえ、 「キャリアアッ

プ計画Jを作成し、具体的かつ明確にキャリアパスを示しつつ、有期契約労働

者等のキャリアアップに向けた取組を計画的に進めること。

③ 「キャリアアップ計画Jには、計画の対象者、目標、期間、目標を達成する

ために事業主が講ずる措置等を盛り込むこと。特に人材育成に関する措置を盛

り込む際は、有期契約労働者等が意欲的に訓練に取り組めるよう、その目的、

訓練後に期待されるスキルや能力、その達成状況に応じた処遇の在り方につい

て記載すること。

④ fキャリアアップ計画j の作成に当たっては、当該計画の対象となる有期契

約労働者等の意見も反映されるよう、労働組合等の労働者の代表から意見を聴

くこと。

⑤ 作成した「キャリアアップ計画Jについては、従業員に対して周知するとと

もに、その実施状況等を踏まえ、必要に応じて見直しを行うことが有意義であ

ること。

⑥ 「キャリアアップ計画jの見直し及びそれに基づく取組のフォローアップは、

「キャリアアップ管理者jが中心となって行うことが有意義であること。

(3)正規雇用・無期労働契約への転換

① 有期契約労働者等の雇用の安定や処遇の改善により、その意欲と能力の更な

る向上につなげるべく、その希望や能力に応じて、有期労働契約から正規雇用・

無期労働契約への転換文は無期労働契約から正規雇用への転換を進めること。



また、派遣先が受け入れていた派遣労働者を直接雇い入れる場合についても、

その希望や能力に応じて、正規雇用の労働者文は無期契約労働者として雇い入

れること。

② 有期契約労働者が、有期労働契約が繰り返し更新されて5年を超える前に無

期労働契約への転換を希望する場合には、これが可能となる制度を整備するこ

と。また、事業主は、有期契約労働者が無期労働契約に転換した後の処遇に

ついても、可能な限り、転換した者の職務の内容、能力・経験、有期契約労

働者としての勤続等を踏まえて、賃金等において適正な処遇となるよう配慮

すること。

③ 特に、有期契約労働者等が若者である場合には、正規雇用への転換の可能性

が与えられるような住組みを検討し、転換に当たっては、その有する適性や能

力を正当に評価し、その将来性も含めて長期的な視点に立って判断するなどの

配慮をすることが有意義であること。

④ 有期契約労働者等の正規雇用への転換を図るにあたっては、正規雇用への転

換を希望する有期契約労働者等のモチベーションの維持・向上が図られるよう、

対象者の範囲、方法、評価基準などの設定に配慮することが有意義であること。

また、正規雇用に転換した者が職場に定着するよう継続的に指導援助等を行う

ことが有意義であること。なお、正規雇用の労働者の働き方について、労働時

間や休暇、転勤、職務の範囲などに関する労働者の希望や育児・介護など生活

に関わる事情に配慮した働き方となるよう配慮することは、有期契約労働者等

から正規雇用への移行を円滑化する上でも有意義であること。

(4)人材育成

① 有期契約労働者等の職業能力の開発及び向上を図るため、有期契約労働者等

の職業能力の状況やその希望するキャリアパス等に応じて、目標を明確にしつ

つ、教育訓練等に係る設備、プログラムの充実等に留意して、計画的に教育訓

練等を実施すること。

② 有期契約労働者等が若者である場合は、就職氷河期に正社員になれず、職業

能力形成の機会に恵まれなかった者が多いことに鑑み、特に教育訓練の実施に

ついて配慮すること。こうした若者については、新たに雇い入れる際を含め、

ジョブ・カード制度等を活用したより実践的な教育訓練を実施すること。

③ 特に、健康、環境、農林漁業分野及び関連するものづくり分野といった成長



分野の事業主は、その人材確保・育成の必要性にかんがみ、より積極的に教育

訓練を実施すること。

④ 有期契約労働者等の人材育成を進めるにあたっては、例えば、有期契約労働

者等に対し、業務の遂行に必要な技能及び知識等に関する情報の提供、将来の

キャリアパス等に関する相談の機会の確保、職務経験を通じてキャリアアップ

を図ることができるような配置等の雇用管理について配慮することも有意義

であること。

⑤ 有期契約労働者等の将来のキャリアパスに関する相談を行うにあたっては、

例えば、キャリア・コンサルティング等を通じ、有期契約労働者等の自らの職

業経験及び適性に関する十分な理解を促進することや、その従事した職務の内

容や実績を、職務分析・職務評価の手法、ジョブ・カードや職業能力評価基準

等を活用すること等により整理・評価しつつ、その評価等の結果を伝えること

も有意義であること。

⑥ 教育訓練等の実施や職務経験を通じて、有期契約労働者等の業務の遂行能力

が向上していると認められる場合には、業務の担当範囲や責任を広げるなどに

より、さらなるキャリアアップが図られるよう配慮することが有意義であるこ

と。

⑦ 有期契約労働者等の正規雇用への転換を行う場合には、円滑な移行を図るた

め、有期契約労働者等の正規雇用への転換を希望する者を対象に、正規雇用の

業務に必要な知識や技能の習得のための教育訓練を行う、正規雇用の労働者の

業務を一定期間体験する機会を設ける等の配慮を行うことが有意義であるこ

と。

③ 有期契約労働者等に対し、職務に関連する資格である場合、職業能力検定等

を受けるための休暇の付与や時間の確保等の必要な援助を行うことが有意義

であること。

(5)処遇改善

① 有期契約労働者等の職務の内容や職業能力等を、例えば職務分析・職務評価

の手法、ジョブ・カードや職業能力評価基準等を活用すること等により評価し、

当該職務の内容、職務の内容及び配置の変更の範囲、その他の事情を踏まえ正

規雇用の労働者との均等・均衡を考慮しつつ、賃金その他の処遇に反映させる

こと。特に、教育訓練等を実施した場合には、実施後の有期契約労働者等の職



業能力を確認し、その処遇の在り方を検討すること。併せて、有期契約労働者

等の職務内容・職業能力の評価を適切に行うため、研修等を実施することが有

意義であること。

② 有期契約労働者等が仕事に意欲的に取り組み、その能力を高めていけるよう、

仕事内容や処遇等について話し合う機会や相談窓口を設け、職業生活全体に関

する個人面談等を積極的に取り入れたり、キャリア・コンサルタントの配置・

活用によって自発的な職業生活設計等を容易にするための相談支援を行ったり

することが有意義であること。

(6)健康管理

有期契約労働者等について、より良い健康管理を行うため、労働安全衛生法上

義務付けられている健康診断以外の一定の健康診断の制度を実施すること。

(7)短時間正社員への移行・新規雇入れ

有期契約労働者等の正規雇用の労働者への移行の円滑化文は正規雇用の労働者

のライフ・ワーク・バランスの実現を図るため、所定労働時聞が短いながら正規

雇用の労働者として適正な評価と公正な待遇が図られた働き方である短時間正社

員制度を導入し、希望に応じて、有期契約労働者等文はフルタイムの正規雇用の

労働者を短時間正社員に移行させ、文は短時間正社員として新たに雇い入れるこ

と。

(8)短時間労働者の希望に応じた社会保険適用に向けた所定労働時間の拡大

短時間労働者について、その希望に応じて、所定労働時間を増やし、被用者保

険(厚生年金保険・健康保険)の適用を受けられるようにするなど、より通常の

労働者に近い働き方が可能となる制度を整備すること。



別添2

ガイドラインの周知、説明等について

1 ガイドラインの周知、説明等

ガイドラインは、助成措置を活用しつつ、有期契約労働者等のキャリアアップを事

業主が積極的に図ることを促進する観点から策定したものであることから、職業安定

部及び公共職業安定所(以下「職業安定部等Jという。)の連携の下、助成措置の周知、

説明等と併せてその周知、説明等を行うこと。その際には、必要に応じて労働局内の

他の部署等とも連携を図りつつ効果的な周知、説明等に努めるほか、地方公共団体、

労使団体その他関係機関とも効果的な連携を図ること。

( 1)広報について

職業安定部等は、ガイドライン及び助成措置の周知に当たっては、あらゆる機

会を活用した広報を行うこと。その際、適宜、報道機関や労使団体等に対して別

添3のリーフレットや助成措置に係るパンフレットの提供及び説明を積極的に行

うとともに、地方公共団体やその関係団体にも協力を求め、その広報誌、機関誌

の活用やそれらが主催する会合におけるリーフレットの配布、窓口への配置等様

々な機会をとらえて幅広く周知徹底を図ること。

また、公共職業安定所は、事業主からの求人受理や事業主への求人開拓の際、

当該事業主が有期契約労働者等を雇用する場合には リーフレットを配布すると

ともに、内容について説明を行うこと。その際、当該事業主について、有期契約

労働者等の雇用管理に関してどのような相談や援助を求めているかを把握するよ

うにすること。

さらに、労働局内の他の部署等は、職業安定部等との連携により、適宜、リー

フレットの設置・配布等を行うこと。

(2)事業主への個別の説明、相談等について

公共職業安定所は、求人部門と事業主指導の実施部門とが連携の上、有期契約

労働者等の雇用管理に関する相談や援助のニーズを有している事業所等に対して、

個別訪問を行い、助成措置を含めたガイドラインの内容について説明し、キャリ

アアップに向けた取組を促すこと。

また、高齢者雇用や障害者雇用など他の事業主指導を行うために個別訪問を行

う機会も積極的に活用すること。



公共職業安定所は、事業主への個別の説明、相談等の実施状況について、職業

安定部に対して定期的に報告するほか、事業主への個別の説明、相談等の中で対

応に苦慮する事態が生じた場合などには適宜に相談すること。

2 留意事項

( 1 )助成措置について

平成25年 1月からの助成措置は、平成25年度概算要求に盛り込んでいる包括的

な助成措置の一部前倒しであり、その対象事業主は、重点分野等(健康、環境、

農林漁業等)に限定、助成対象も人材育成のみであり、本格実施は平成25年度か

らとなることから、事業主への周知、説明等に当たっては、この点を十分留意の

上、対象事業主の選定など計画的に行うものとする。

(2)公共職業安定所における担当について

公共職業安定所における助成措置を含めたガイドラインの周知、説明等に関す

る業務については、求人受理や求人開拓の際に行う場合を除き、主に雇用指導官

がその任に当たるものとする。

(3)雇用均等室その他労働局内の他の部署等においてガイドラインに関する相談を

受けた場合について

雇用均等室その他労働局内の他の部署等において、事業主又は有期契約労働者

等からガイドラインに関する相談があった場合には、リーフレットを手交し、自

らが所掌する法令に関するものであるものを除き、ガイドラインの内容について

さらに詳細な説明を必要とするような場合については、公共職業安定所が相談窓

口であることを説明すること。

また、相談の内容がその他の担当部署の所掌する法令に関するものである場合

には、相談を受けた部署から直接当該担当部署に取り次ぐこと。



(事業主の方へ)

I有期鮒労働者等のキャ~);i#Wに関するガイ防インI
ができました! |E 

~キャリアアップ促進の助成措置の円滑な活用問問

厚生労働省では、非正規雇用問題に対する取り組みの一環として、 有期契約労働者等(※)の

企業内でのキャリアアップを推進する事業主に対する包括的な助成制度 (有期契約労働者等

の正規雇用への転換、人材育成、処遇改善など)を、平成25年度に創霞する予定です(現在

予算要求中)。これに先立ち、平成25年 1月か8重点分野等(健康、環鏡、腹林漁業等)の事

業主に対して、人材育成についての助成のみ、前倒しで実施します。

そこで、事業主の皆さまがこうした助成制度を活用する上で、配慮していただきたい事項を

とりまとめ、 「有期契約労働者等のキャリアアップに関する刀イドラインJを策定しました。

助成金活用に向けて、ごれらの事項の実施に積極的に取り組んで ください。

(※)有期契約労働者および正規雇用の労働者以外の無期契約労働者をいう(短時間労働者、派遣労働者を含む)。

1仁喜子唇至福五内証蒜寝耳..，盈24ヨ雪品会.. 事手門量三三
①キャリアアップに向けた -有期契約労働者等のキャ1)アアップに取り組む者を「キャυアアップ管理者j

管理体制の整備 として位置付け

②計画的なキャリアアップ -キャリアアップに向けた取り組みを計画的に進めるため 「キャリアアップ計

の取り組みの推進 薗Jを作成

③正規雇用・無期労働契約
-有期労働契約から正規雇用・無期労働契約への転換、無期労働契約から正規雇
用への転換の促進、無期転換後の処遇への配慮、回見雇用転換制度の対象者の

への転換 範囲 ・方法・評価基準などの設定への配慮

-職業能力や希望す否キャリアパスに応じた計画的な教育訓練などの実施(目標

④人材育成
の明確化)

-若者に対するジョブ・カ ド制度を活用した実践的な教育訓練の実施、成長
分野の事業主による積極的な教育訓練の実施

⑤処遇改醤
-職務分析・職務評価の手法、三;ヨブ・カードや職業能力評価基準などの活用等
による職務の内容や職業能力の評価、職務の内容などを踏まえた処遇への反映

-法定外健康診断の導入、短時間正社員(注)への移行など、短時間労働者の希
⑥その他 望に応じた社会保険適用に向けた所定労働時間の拡大

(注)通常由労働者と比ベ所定労働時聞が一定程度短い正規雇用の労働者をいう.

これらを実施

， 

企業内のキャ~アア:立ブを促進するための包括的な田成制度
(平成25年度予算要求中 ※要求中のため、変更になる湯合があり言• 

-重点分野等の事業主を対象とした「人材育成Jへの助成を平成25年 1月から前倒し実施します。

日本再生人材育成支媛事業奨励金助成内容 中小企業 大企業

賃金助成 (1訓練コース1人当たり) 1時間800円 1時間500円
O仔-JTIζ対する助廊

経費助成 (1訓練コース1人当たり) 上限30万円 上限20方円

OJTに対する助成
米 直面(;:12憶している有用実習型釧躍を 実施助成 (1訓練コ スl人当たり) 1時間700円 1時間700円
実施した場合に限られます

‘ 

， 

。 厚生労働省・都道府県欄局・ハローワーク LL2501211m企01



Jこれま匂助成制 ……材育叫取山事例 1
(今回の助成制度にも同様の奨励金があります.

|有期実習型訓練を活用したケース ヨ
「有期実習型訓練Jとは、正社員経験が少ない人を対象に、安定的な雇用に就くために必

要な技能の習得を目指す、 3力月以上6カ月(特別な場合は 1年)以下の訓練をいいます。
この訓練を実施した事業主には、訓練に要した経費や対象者に支払った賃金の一部を助成
します。

ケース①建設業 (非正規雇用での動務経験しかなかった人を正規雇用で探用〉

活 建設関係の事務職の仕事の募集を行おうと考えていたが、当社では従

周 業員を採用してちなかなか定着しないので悩んでいたところ、有期実

の 習型訓練を知った。入社後にしつ力、りと従業員の人材育成を行うこと

機動 が定着に繋がると考え、ごの制度を利用して、アルパイ卜経験しかな
かった人を採用した。

訓練 嘗業事務員を養成するため、現場での実習と座学を組み合わぜた訓練
ブロクフムを3カ月間行った。実習では、来客対応や関係する公的機

の内容 関への訪問などを行い、座学では、住宅ローンや損害保険に関する基
礎的な知識やコンビュータの基礎操作などの講習を行った。

非正規雇用での勤務経験し力、な力、ったごとちあり、訓練期間の当初は
終 失敗が多力、ったちのの、目標意識をちって実習等に取り組んだ結果、

後了 当社の求めている能力を身に付けたため、訓練終了後に正社員として
雇い入れた。現在ち向上心を高く持ち続け、仕事に励んでいる。

ケース②介護業 (自社内の非正規雇用の坦働者を正規雇用ヘキャリアアップ〉

活 介護業界では、実習はもちろんのこと、関係法令などの専門的な知識

用 が必要であるが、厳しい経嘗環境から教育訓練への投資が厳しく、非

の 正規社員に体系的な教育訓練を実施できなかった。熱心に勤務してい

動縫 るパート勤務の訪問介護員を正社員に登用したいと思い、体系的な職
業訓練ができ、助成を受けられるこの制度を活用することにした。

練訓
訓練は、介護保険制度を理解し、利用者の二一ズを把握して、適切な
介護サービスを提供できる実務能力を養成することを目的とした。座

の容内
学では業務遂行に必要となる基本的な知識と、介護保険法ほか関係法
令の専門的な知識を習得させ、実習を通じてしっかりとその知識を活
用できるよう、先輩職員が根気よく指導を行った。

当社の二一ス‘に合った訓練を実施することができ、その結果、必要な

終
知識や技能をもった人材に育成することができた。加えて、訓練修了

了 後に正社員登用できたことで本人の職業意識がさらに向上した。また、

後 社員が指導者の役割を経験することで、指導者としての責務と職務に
対しての自信を持たせることができた。


